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北海道告示第４７８号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該

牛の所有者に対し、当該牛について、牛の結核病の予防のための検査を受けることを命ずる。

平成２３年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ

１� 実 施 の 目 的

牛の結核病の発生予防のため

� 実施する区域の市町村名及び実施の期日

実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）

八 雲 町 平成２３年１０月３日から１２月９日まで

せ た な 町 同 ８月２２日から１１月１１日まで

美 瑛 町 同 ９月１日から１２月２２日まで

富 良 野 町 同

苫 前 町 同 １０月２４日から平成２４年１月２０日まで

羽 幌 町 同 １０月３日から１２月１６日まで
初 山 別 村 同 ９月１６日から１２月２日まで
稚 内 市 同 ９月２０日から１２月８日まで
北 見 市 同 ９月２６日から平成２４年１月２０日まで
安 平 町 同 １０月１日から平成２４年１月３１日まで
士 幌 町 同 １０月３日から１２月２２日まで
幕 別 町 同 １０月３日から平成２４年３月３０日まで
帯 広 市 同 １１月１４日から平成２４年２月３日まで
中 標 津 町 同 １０月３１日から平成２４年２月２０日まで

� 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施する区域内で搾乳の用に供する雌牛。ただし、生後２４か月未満のものを除く。

２� 実 施 の 目 的
牛の結核病の発生予防のため

� 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
美 瑛 町 平成２３年９月１日から１２月２２日まで
富 良 野 町 同

� 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施する区域内で種付けの用に供する雄牛

３ 実 施 の 方 法
� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法
による。

北海道告示第４７９号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該
牛の所有者に対し、当該牛について、牛のブルセラ病及びヨ－ネ病の予防のための検査を受
けることを命ずる。
平成２３年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 実 施 の 目 的

牛のブルセラ病及びヨ－ネ病の発生予防のため
� 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）
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江 別 市 平成２３年９月２０日から１２月９日まで
石 狩 市 同 １０月３１日から１２月９日まで
余 市 町 同 １０月３日から１１月１１日まで
小 � 市 同
赤 井 川 村 同
月 形 町 同 ９月１日から１２月９日まで
岩 見 沢 市 同
砂 川 市 同
� 別 市 同
旭 川 市 同 ９月１日から１２月２２日まで
士 別 市 同
下 川 町 同
幌 加 内 町 同
中 頓 別 町 同 ８月２２日から１０月１２日まで
紋 別 市 同 ９月１２日から１２月９日まで
大 空 町 同 １１月７日から平成２４年１月２７日まで
平 取 町 同 ９月２０日から１２月１６日まで
音 更 町 同 １０月２６日から１２月２２日まで
芽 室 町 同 １０月１７日から１２月２２日まで
更 別 村 同 １１月４日から１２月２２日まで
大 樹 町 同 ９月２０日から１２月９日まで
幕 別 町 同 １０月３日から平成２４年３月３０日まで
池 田 町 同 ９月６日から１１月４日まで
浦 幌 町 同 ９月１日から１０月２８日まで
浜 中 町 同 ９月１２日から平成２４年２月１７日まで
厚 岸 町 同 １０月１７日から平成２４年２月１７日まで
中 標 津 町 同 １０月３日から平成２４年１月２６日まで

� 実施の対象となる家畜の種類及び範囲
実施する区域内で搾乳の用に供する雌牛。ただし、生後２４か月未満のもの及び牛の
ヨーネ病の予防のための検査については、家畜伝染病予防法に基づく牛のヨーネ病のま
ん延防止のための措置を講じている農場に飼養されているものを除く。

２� 実 施 の 目 的
牛のブルセラ病及びヨ－ネ病の発生予防のため

� 実施する区域の市町村名及び実施の期日
実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）

旭 川 市 平成２３年９月１日から１２月２２日まで

士 別 市 同

下 川 町 同

幌 加 内 町 同

� 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施する区域内で種付けの用に供する雄牛。ただし、牛のヨーネ病の予防のための検

査については、家畜伝染病予防法に基づく牛のヨーネ病のまん延防止のための措置を講

じている農場に飼養されているものを除く。

３ 実 施 の 方 法

� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。

� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法

による。

北海道告示第４８０号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該

牛の所有者に対し、当該牛について、牛のヨーネ病の予防のための検査を受けることを命ず

る。

平成２３年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 実 施 の 目 的

牛のヨーネ病の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日

実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）

札 幌 市 平成２３年８月２９日から１０月２８日まで

北 広 島 市 同

千 歳 市 同

せ た な 町 同 １０月２４日から１２月１６日まで

月 形 町 同 ９月１日から１２月９日まで

岩 見 沢 市 同

砂 川 市 同

� 別 市 同

旭 川 市 同 ９月１日から１２月２２日まで

士 別 市 同

下 川 町 同
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幌 加 内 町 平成２３年９月１日から１２月２２日まで

中 頓 別 町 同 ８月２２日から１０月１２日まで

紋 別 市 同 ９月１２日から１２月９日まで

大 空 町 同 １１月７日から平成２４年１月２７日まで

洞 爺 湖 町 同 １０月１日から平成２４年１月３１日まで

む か わ 町 同

平 取 町 同 ９月２０日から１２月１６日まで

幕 別 町 同 ９月１２日から平成２４年３月９日まで

足 寄 町 同 １１月７日から平成２４年２月２４日まで

浜 中 町 同 ９月１２日から平成２４年２月１７日まで

厚 岸 町 同 １０月１７日から平成２４年２月１７日まで

中 標 津 町 同 １０月３日から平成２４年１月２６日まで

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施する区域内で繁殖の用に供する肉用雌牛。ただし、生後２４か月未満のもの及び家畜

伝染病予防法に基づく牛のヨーネ病のまん延防止対策を講じている農場に飼養されている

ものを除く。

４ 実 施 の 方 法

� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。

� 検査は、家畜伝染病予防法施行規則（昭和２６年農林省令第３５号）第９条に定める方法

による。

北海道告示第４８１号

家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５条第１項の規定により、次のとおり当該

鶏の所有者に対し、当該鶏について、家きんサルモネラ感染症（ひな白痢に限る。）の予防

のための検査を受けることを命ずる。

平成２３年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ

１ 実 施 の 目 的

家きんサルモネラ感染症（ひな白痢に限る。）の発生予防のため

２ 実施する区域の市町村名及び実施の期日

実施する区域の 実 施 の 期 日
市 町 村 名 （当該期間において所轄家畜保健衛生所長の定める日）

由 仁 町 平成２３年９月１日から平成２４年３月３０日まで

北 見 市 同 ９月１日から平成２４年３月３１日まで

３ 実施の対象となる家畜の種類及び範囲

実施の区域内で飼育する種鶏、種鶏候補鶏及びこれらと同一鶏舎に飼育する鶏
４ 実 施 の 方 法
� 検査は、所轄家畜保健衛生所長が指定する日時及び場所で家畜防疫員が行う。
� 検査は、全血を用いるひな白痢急速凝集反応法による。

北海道告示第４８２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、平成２３年７月７日、富
きよ

良野土地改良区が新たに行う土地改良（扇山地区（暗渠排水））事業の施行を認可した。
平成２３年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第４８３号

次のとおり道営土地改良事業の工事を完了したので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５
号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。
平成２３年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ
地 区 名 事 業 の 種 類 完了年月日
多 和 基幹水利施設補修 平成２３．３．９
熊牛南部 一般農道整備［一般］ 同 ２２．１０．１８
白 糠 草地整備［担い手中核型］（区画整理） 同 ２２．９．２７

北海道告示第４８４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２３年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 函館市瀬田来町４３５から４３７まで、４４２、４４３、４４６、８６０
２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
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（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を北海道渡島総合振興局産業振興部林務課及
び函館市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４８５号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年
法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２３年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 久遠郡せたな町北檜山区新成４２６の１地先（国有林。

次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及びせたな町役場に
備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第４８６号

昭和３６年北海道告示第１２２８号（海岸保全区域の指定）一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道建設部空港港湾局物流港湾課及び網走市に備え置いて縦覧に供す
る。
平成２３年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１０港湾区域内海岸保全区域の表北見沿岸の網走港海岸の網走港の網走市の項海岸保全区域
欄を次のように改める。
基点�から補点�までの各点を順次に結ぶ線によって囲まれた区域
基点� 座標値（世界測地系）Ｘ＝＋２５８０．５４３ Ｙ＝＋１８８５．９１０の地点
基点	 基点�から方向角２８４度２１分３６秒の方向６５．００９メートルの地点
基点
 基点	から方向角２９５度０５分２５秒の方向１８５．８３４メートルの地点
基点� 基点
から方向角２９８度１８分５９秒の方向５８．２７３メートルの地点
基点� 基点�から方向角３４９度１６分２９秒の方向２９．２４８メートルの地点
基点 基点�から方向角３１１度０２分０３秒の方向１０６．０１１メートルの地点
基点� 基点から方向角３２１度４１分４８秒の方向８９．９４８メートルの地点
基点� 基点�から方向角３１０度３２分４５秒の方向３６．７９２メートルの地点
基点� 基点�から方向角２４８度５３分１０秒の方向２１．２１７メートルの地点
基点� 基点�から方向角３１３度２２分３９秒の方向３０９．４２７メートルの地点
基点� 基点�から方向角３２１度５０分５８秒の方向９４．３６２メートルの地点

基点� 基点�から方向角３１３度５３分０１秒の方向１２７．３１５メートルの地点
基点� 基点�から方向角３１６度１７分２４秒の方向２０４．３５８メートルの地点
基点� 基点�から方向角３２５度３２分２７秒の方向２３６．９５３メートルの地点
基点� 基点�から方向角３４２度３４分０８秒の方向１８１．６２５メートルの地点
基点� 基点�から方向角３３２度５３分２３秒の方向６８．９５３メートルの地点
基点� 基点�から方向角６１度３９分５３秒の方向３６．９１７メートルの地点
基点� 基点�から方向角３４０度０２分１０秒の方向７．１７０メートルの地点
基点� 基点�から方向角３５度２５分２４秒の方向６．３４６メートルの地点
補点� 基点�から方向角３６度１４分０１秒の方向５３．３９７メートルの地点
補点� 基点�から方向角１５８度４５分５５秒の方向２５３．４４９メートルの地点
補点
 補点�から方向角１３６度０８分０６秒の方向９５７．７０７メートルの地点
補点	 補点
から方向角１４０度１９分００秒の方向３３１．８０６メートルの地点
補点� 補点	から方向角１１８度５７分００秒の方向２４０．０３１メートルの地点
基点� 補点�から方向角２２５度００分００秒の方向５０．０００メートルの地点

北海道告示第４８７号

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７
号）第６条第１項及び第８条第１項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災
害特別警戒区域として指定する。
平成２３年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

上磯野崎１（�－２－１２２－９０５）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
北斗市野崎（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

２� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
上磯野崎３（�－２－１２３－９０６）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
北斗市野崎（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊
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� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

３� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
上磯野崎５（�－２－１２４－９０７）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
北斗市野崎（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

４� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
上磯野崎６（�－２－１２５－９０８）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
北斗市野崎（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

５� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
上磯野崎２（�－２－３３－４１４）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
北斗市野崎（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

６� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号
上磯野崎４（�－２－３４－４１５）

� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
北斗市野崎（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

７� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の箇所番号

上磯野崎７（�－２－３５－４１６）
� 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示
北斗市野崎（次の図のとおり）

� 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類
急傾斜地の崩壊

� 当該自然現象により建築物に作用すると想定される衝撃に関する事項
次の図のとおり

（「次の図」は省略し、その図面を北海道渡島総合振興局函館建設管理部に備え置いて縦
覧に供する）

北海道告示第４８８号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２３年７月１５日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
パーソナルコンピュータ ２４台

２ 落札を決定した日
平成２３年７月１日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 大丸藤井株式会社
� 住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地
４ 落札金額
１，９６２，２４０円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２３年６月３日付け北海道告示第４０１号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道出納局集中業務室調達課
� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道オホーツク総合振興局告示第８２号
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次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する
協定の適用を受ける。
平成２３年７月１５日

北海道オホーツク総合振興局長 有 好 利 典
１ 入札に付する事項
� 調達をする物品等の名称及び数量
自走式ハーベスター １台

� 調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び仕様書による。
� 納 入 期 限 平成２３年１２月２８日
� 納 入 場 所 北海道オホーツク総合振興局長が別途指示する場所
２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。

� 平成２３年北海道告示第７号に規定する物品の購入の資格を有すること。
� 道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
� 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を除外されていな
いこと。

� 当該調達物品に関し、アフターサービス・メンテナンスの体制が整備されている者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
� この入札は、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５の２の規定によ
る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより２の�に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申 請 の 時 期 平成２３年７月１５日から同年８月１２日まで（日曜日、土曜日及

び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す
る休日を除く。）の毎日午前９時から午後５時まで

イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな
ければならない。

ウ 申請書類の提出先 郵便番号０９３－８５８５ 網走市北７条西３丁目
北海道オホーツク総合振興局地域政策部総務課

� 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
４ 契約条項を示す場所
北海道オホーツク総合振興局地域政策部総務課

５ 入札執行の場所及び日時
� 入 札 場 所 網走市北７条西３丁目 北海道オホーツク合同庁舎３階３号

会議室（送付による場合は、郵便番号０９３－８５８５ 網走市北７
条西３丁目 北海道オホーツク総合振興局地域政策部総務課）

� 入 札 日 時 平成２３年８月２６日 午前１１時（送付による場合は、同月２５日
までに必着）

� 開 札 場 所 �に同じ。
� 開 札 日 時 �に同じ。
６ 入 札 保 証 金
平成１６年北海道告示第４４８号の１の�による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
� 交 付 場 所 ４に同じ。
� 交 付 方 法 �の場所で交付する。

なお、郵送による交付を希望する場合は、Ａ４判用紙が入る
返信用封筒（宛先を明記したもの）及び重量１００グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、
契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。
また、北海道オホーツク総合振興局地域施策部総務課の入札
のホームページ（http : //www.okhotsk.pref.hokkaido.lg.jp/ts/sum/

nyuusatsuannai.htm）においてダウンロードすることができる。
８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成１６年北海道告示４４８号の２の�のア及び３の�による。

９ 落札者と契約の締結を行わない場合
落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を
講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。

１０ そ の 他
平成１６年北海道告示第４４８号の４の�、�、�、�及び から!までによるほか、次に
よる
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道オホーツク総合振興局地域政策部総務課
� 所 在 地 郵便番号０９３－８５８５ 網走市北７条西３丁目

電話番号０１５２－４１－０６０８
１１ Summary

Ａ Nature and quantity of the products to be procured :

Self-prpelled forage harvester 1 set

Ｂ Bid tendering date and time : 11 : 00 A.M., August 26, 2011

(If mailed, bids must arrive no later than August 25, 2011)
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Ｃ Contact : Administrative Division, Department of Regional Policy, Okhotsk General

Subprefectural Bureau, Hokkaido Gaverment, Nishi 3-chome, Kita 7-Jo Abashiri 093-8585

Japan

Phone : 0152-41-0608
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